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～　経営事項審査の手順　～

　1、経営事項審査（経審）とは…

　　建設業法により定められているもので、公共工事を直接受注する建設業者は、建設業許可

　　行政庁の経営事項審査を受審することが、義務付けられています。経営事項審査を受審す

　　ると、行政庁から経営事項審査の結果通知書類（「経営規模等評価結果通知書」及び「総合

　　評定値通知書」）が発行され、これらの書類は、入札参加資格申請の際に、必要となります。

　2、経営状況分析とは…

　　経営事項審査における評価項目の1つで、建設業財務諸表の各数値から評価を実施します。

　　分析及び評価の内容は、建設業法令により定められており、分析が終ると、経営状況分析

　　結果通知書が、発行されます。

　　経営状況分析結果通知書は、経営事項審査の際に必要な書類ですので、経営事項審査の

　　申請前に、経営状況分析結果通知書を準備する必要があります。

　⑤入札参加資格申請

　　③経審の申請

②分析結果通知書の送付
建
設
業
者
又
は
代
理
人

経営状況分析機関
　（株）経営状況分析センター
　　　　（国土交通省登録第9号）

　・経営状況の評価（Ｙ）

　

　①経営状況分析の申請
経営状況分析
申請書類

申請書類の
審査・分析

経営状況
分析結果
通知書

審査行政庁
　・北海道開発局、各地方整備局
　　沖縄総合事務局、都道府県知事

　  　・経営規模等の評価

　　　　　経営規模の評価（Ｘ）
　　　　　技術力の評価（Ｚ）
　　　　　その他（社会性等）（Ｗ）
　　  ・総合評定値の評価（請求者のみ）

　　　　　・総合評定値（Ｐ）

経営状況分析
結果通知書

経営規模等評
価申請・総合
評定値の請求

④経審結果通知書類の送付
経営規模等
評価結果
通知書・
総合評定値
通知書

経営規模等
評価結果
通知書・
総合評定値
通知書

公共工事の発注者入札参加資
格申請書類

添付

添付
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・経営状況分析の申請は、郵送又は電子申請により、受付けております。

①郵送の場合

分析申請書類の送付先は次のとおりです。

②電子申請の場合

①郵送の場合

②電子申請の場合

・分析手数料のお支払方法は、次のとおりとなっております。

①郵送の場合

②電子申請の場合

弊社が規定する営業日（土、日、祝日及び会社休日を除く）の、午前９時から午後５時３０

分まで、郵便又は持込により受付いたします。

最新情報は弊社ホームページ：（http://www.mfac.co.jp）をご覧のうえ必ずご確認下さい。

※

3 分析手数料とお支払方法

・分析手数料は、郵送による申請、電子申請共に、以下の表のとおりとなっております。

（結果通知書の発送までの日数）
＊1

コース

弊社所定の払込用紙を使用して、上記の分析手数料を払い込んで下さい。なお、払込手

数料は弊社が負担いたします。

詳細は、”経営状況分析申請に関する補足書類（10ページ）”と”分析手数料に係る「郵便

振替払込受付証明書」（11ページ）”を参照して下さい。

払込の控えのうち、「郵便振替払込受付証明書（お客さま用）」を「経営状況分析申請に関
する補足書類」の指定箇所に張付けて下さい。

レギュラー エクスプレス

（3営業日以内に発送）

1 分析申請書類の送付先

電子申請サービスのご利用で、添付書類等を別途お送りいただく場合、上記①の送付先
にＦＡＸでお送り下さい。

2 受付日時

※

弊社指定の専用ソフトウェア(弊社提供の「経営状況分析申請書作成システム【建設業】Ｌｉ

ｇｈｔ」、又は、（株）クリックス提供の「許認可プロシリーズ①【建設業】」、以下「専用ソフト

ウェア」という）により、電子申請を行って下さい。

＊1　申請書類の不備や申請内容の確認作業により、遅れる場合があります。

弊社指定の専用ソフトウェアからの、ペイジー決済にてお支払下さい。

分析手数料（税込） １２，０００円 ３０，０００円

ご契約しているインターネットバンキングの休日とメンテナンス等、及び弊社の定めるシス

テムメンテナンス等の時間を除いて、24時間ご利用いただけます。

（10営業日以内に発送）

～　経営状況分析の申請　～２

〒１４３-００１５　東京都大田区大森西３-３１-８　ロジエ田中ビル６Ｆ

　（株）経営状況分析センター
ＴＥＬ　０３-５７５３-１５８８　ＦＡＸ　０３-５７５３-１５８７　フリーダイヤル　０１２０-６８４-６８５

2



①

②

③

※

5 分析申請の流れ

4

初めて弊社をご利用いただく際に、会員登録をお願いしております。

弊社へ申請する「経営状況分析申請書」、「経営状況分析申請に関する補足書類」及び

「財務諸表（ＱＲコード表）」は、原則として弊社指定の専用ソフトウェアを使用して作成して

下さい。

なお、専用ソフトウェアのうち「経営状況分析申請書作成システム【建設業】Ｌｉｇｈｔ」は、弊

社ホームページからダウンロードすることが出来ます。

手書で分析申請書類を作成される場合は、弊社ホームページのダウンロードサイトから

「経営状況分析申請書」、「経営状況分析申請に関する補足書類」、「経営状況分析申請

書付表」、「建設業財務諸表」その他必要書類をダウンロードして、ご使用下さい。

なお、この場合、電子申請はご利用になれません。

弊社ホームページ：http://www.mfac.co.jp

分析申請書類の作成について

郵送用の封筒や払込用紙など、ご要望の際は弊社までご連絡願います。複数部でも結構
です。なお、払込手数料と申請に係る郵便料金（弊社所定の封筒・払込用紙使用）は、弊
社が負担いたします。

郵便局の窓口で発送して下さい。
　・弊社指定の封筒は、特定記録郵便の
　　取扱となります。
　・その他の発送方法の費用は、お客様
　　負担となります。

「分析に必要な提出書類」（４ページ）を参照して、申請書類の作成と資料の準備を行います。

分析申請書

　1、経営状況分析申請書
　2、経営状況分析申請に関する補足書類
　3、建設業財務諸表
　　　（兼業事業売上原価報告書含む）

　4、建設業許可通知書等
　5、減価償却実施額確認書類等
　6、その他の必要書類　…

・専用ソフトウェアにより、作成いただ
　けます。
　（2、補足書類は、印刷時に自動作成
　されます）

・建設業許可申請や法人税申告書等の
　該当書類（写し可）を準備します。
・電子申請のご利用で、電子データとし
　て送信する場合、あらかじめ、ＰＤＦ
　ファイル形式でデータ保存を行って
　下さい。（こちらの書類は、ＦＡＸでお送
　りいただくことも出来ます）

①作成書類の印刷と、印鑑の押印を
　行い、添付書類等と共に取りまとめ
　ます。
　（申請コースは、印刷時に選択します）
②選択した申請コースの分析手数料
　を払込みいただき、「郵便振替払込
　受付証明書（お客さま用）」を、「経営
　状況分析申請に関する補足書類」の
　指定箇所に、必ず貼付して下さい。

専用ソフトウエアの電子申請機能により、電子
申請を行います。（分析申請書への押印は不要です）

添付書類等

作成書類

分析申請書類の発送

郵送申請の場合

申請コースの選択

電子決済をする

添付書類の指定

申請データの作成

ＳＭＢＣファイナンスサービス
（株）の”決済ステーション”に
ログインし、ペイジー決済しま
す。

保存済みの添付書類ＰＤＦ
ファイルを指定します。
（ＦＡＸの場合は不要）

申請処理

作成書類及び指定した添付書
類をZIPファイルに変換し、保
存します。

弊社電子申請ホームページに
ログインし、申請データ（ZIP
ファイル）を送信します。

電子申請の場合

電子申請サービスのご利用については、別途弊社へのお申
込みと、インターネットバンキングの口座が必要となります。
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6

※

※
※

※ 連結決算によりご申請いただく場合、（1）の財務諸表は有価証券報告書になります。また、（2）の減価償却確認書類は不要です。

留意事項 確認

1 記入漏れ、記入誤りが無いことを確認してください。

2 記入漏れ、記入誤りが無いことを確認してください。

3 2 の所定の貼付欄に貼付けてください。

4
いずれか一方。変更がある場合には、変更届も添付してください。　更新
中の場合には、建設業許可申請書（写）を添付してください。

5
申請者より、申請に関する権限について委任されている方は、委任事項
を具体的に記した委任状の写しを提出してください。

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、完成工事
原価報告書、兼業事業売上原価報告書（兼業事業売上高が計上されて
いる場合のみ必要です）

※弊社の「経営状況分析申請書作成システム【建設業】Lｉｇｈｔ」を使用し
て財務諸表を作成された場合は、QRコードのみの提出となります。（申請
書作成システムは、2年間無償でご利用いただけます。また、2年の間に
弊社へ経営状況分析を申請いただくと無償期間を継続できます。）
法人税申告書別表16（1）（定額法）、16（2）（定率法）、16（4）（リース期間
定額法）、16（6）（繰延資産の償却額に関する明細書）、16（7）（少額減価
償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書）、別表16（8）
（一括償却資産の損金算入に関する明細書）、または、減価償却明細
書。
弊社に初回申請の場合は、前期、前々期の経営状況分析結果通知書が
必要になります。※経営状況分析結果通知書に、減価償却実施額が未
記載の様式の場合は、法人税申告書別表16（1）（2）（4）（6）（7）（8）、また
は、減価償却明細書が必要になります。

(3)
会計監査人設置会社または会計参与設置会社は、申請時に必ず提出
願います。
貸借対照表、損益計算書、兼業事業売上原価報告書（兼業事業売上高
が計上されている場合のみ必要です）
※弊社の「経営状況分析申請書作成システム【建設業】Lｉｇｈｔ」を使用し
て財務諸表を作成された場合は、QRコードのみの提出となります。（申請
書作成システムは、2年間無償でご利用いただけます。また、2年の間に
弊社へ経営状況分析を申請いただくと無償期間を継続できます。）

青色申告書または、白色申告の収支内訳書

弊社に初回申請の場合は、前期、前々期の経営状況分析結果通知書が
必要になります。※経営状況分析結果通知書に、減価償却実施額が未
記載の様式の場合は、青色申告書または、白色申告の収支内訳書が必
要になります。

①

②

③

④

⑤

⑥
税効果会計を採用している場合に必要です。繰延税金資産、負債の内
訳、法人税等調整額の内容が確認できる資料です。様式は任意です。

⑦ 貸付金の内容を確認する際に提出をお願いすることがあります。

⑧ 借入金の内容を確認する際に提出をお願いすることがあります。

⑨
貸付金、借入金の内容を確認する際に提出をお願いすることがありま
す。

⑩ 合併、営業譲渡、経営再建等がある場合に必要です。

⑪ 決算期変更等がある場合に必要です。

弊社に初めて申請する場合は、3期分の財務諸表および確認書類の提出をお願いいたします。次回の申請からは1期分のみの

以下の「その他の書類」については、留意事項を確認していただき、必要に応じて提出願います。
1および5については、申請者の記名および押印が必要です。また、1について代理人申請の場合は、代理人の併記押印が必要

提出となります。

(2)

(1)
財務諸表等
（建設業法施行規則別記様式第１８号
から１９号、および第２５号の９）

減価償却実施額確認書類

法人税の修正申告書または更正通知
書

公認会計士または税理士の証明書

税効果会計の計算資料

貸付金に係る金銭消費貸借契約書
（写）
借入金に係る金銭消費貸借契約書ま
たは借用証書（写）

総勘定元帳

これらの書類は、財務諸表の内容を確認するために、必要に応じて提出
をお願いすることがあります。
エクスプレスコースの場合には、至急ということもあり、円滑に作業を進
めるため、申請時に必ず提出願います。
また、通常のコースでも申請書類提出時に同時に提出していただきます
と、結果通知書を早期に送付することができますので、ご協力をお願い
いたします。

法人事業税・納税証明書

換算報告書

そ
の
他
の
書
類

法人税申告書(別表1～5（2））

法人税申告書添付の決算書

法人税申告書添付の勘定内訳明細書

個
人
の
場
合

(1)

共
通
の
書
類

必要書類

経営状況分析申請書

経営状況分析申請に関する補足書類

郵便振替払込受付証明書

建設業許可通知書/建設業許可証明
書（写）

委任状（写）

独立監査人の監査報告書または会計
参与報告書

分析に必要な提出書類

です。（電子申請の場合は、押印不要です）

法
人
の
場
合

減価償却実施額確認書類

財務諸表等
（建設業法施行規則別記様式第１５号
から１７号の２、および第２５号の９）

(2)

不足書類がございますと分析作業に支障をきたし、分析結果通知返送が遅れます。　提出前に再度ご確認ください。
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許可年月日

号 平成

1 月

－

平成

第

審査基準日

コード

至月 121 年

登録経営状況分析機関代表者

年経営状況分析申請書

許可番号

大森西３－３１－８

143-0015

（千円）

（用紙Ａ４）

株式会社　経営状況分析センター

建設業法第27条の24第２項の規定により、経営に関する客観的事項の審査のうち経営状況の分析の申請をします。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

日

当期減価償却実施額

主たる営業所の電話番号 03-5753-1588

12,300

32,100

連絡先

（備考欄）

[ID]9999999999999999999999

前期減価償却実施額

株式会社　経営状況分析センター経営状況分析業務委託契約約款を承認のうえ申請します。

電話番号 ﾌｧｯｸｽ番号経理部所属等 氏名 公共　工事 03-5753-1588 03-5753-1587

2

ケイシンケンセツ

（１.単独決算　２.連結決算）

日 ～月 1

日 ～

1

②年平成 20平成日 ～ 至 月

2 （１.有　２.無）

20 年 2

年 119自

21至 平成

日22 年

1 月 31

31

日年

主たる営業所の所在地

単独決算又は連結決算の別

前回の申請の有無

法人又は個人の別

商号又は名称

商号又は名称のフリガナ

代表者又は個人の氏名
のフリガナ

代表者又は個人の氏名 分析　審太郎

市区町村コード

31 日 処理の区分 ①

〒

期間

ブンセキ　シンタロウ

22 年平成

13111

00

1 月 31 日

2

(

許可番号

知事

大臣

許可 (

特
許可知事

（千円）

第

特

般

般

)

国土交通大臣

知事

－ 年

代表取締役　　栗山　匡司　 　殿　 申請者

東京都コード 13 知事

月

月

日

許可年月日

19 4平成

22 4 1平成

（株）経審建設

（１.法人　２.個人）

1

月 1

平成期間 自

審査対象事業年度の
平成

前審査対象事業年度
期間 自

審査対象事業年度

東京都大田区大森西３－３１－８
（株）経審建設

大臣

10

日

印代表取締役　分析　審太郎

123456)

国土交通大臣

21

申請年月日

申請時の許可番号

審査対象事業年度の

前々審査対象事業年度

月号

様式第二十五号の八（第十九条の三関係）

前回の申請時の許可番号

平成 22 年 4 1 日

①

00①

年 月

1 経営状況分析申請書

②

処理の区分

00

②

処理の区分

※記載要領を参照しながら、
ペン又はボールペンで記入してください

（鉛筆等は不可） 日付を必ず記入して下さい

許可有効期間の開始日を記入
して下さい（複数ある場合には
最も古いものの日付を記入）

代理人申請の場合、代理人の記
名・押印が必要となります（この
場合、申請者の押印は省略可）

記載要領8の「処理の種
類」を参照して記入して
下さい（00～04）

記載要領・別表(2)の「処理
の種類」を参照して記入し
て下さい（10～21）。該当し
ない場合は、空欄にして下
さい。

前回の申請と、
許可番号が異な
る場合にのみ、
記入して下さい

不要なものは、
消して下さい

記載要領・別表
(1)の国土交通
大臣・知事コー
ド表より、コード
を記入して下さ
い

前回の申請を弊
社で分析してい
る場合のみ
”1”を、それ以外
は”2”を記入して
下さい

法人の種類は、
記入しないで下
さい

記載要領14を参
照して、法人の
種類は略号で記
入して下さい
例)、（株）、(有)

町名、街区符号
及び住居番号等
を記入して下さい
（「丁目」、「番」、
「号」は、「ｰ」（ハ
イフン）で記入）
尚、市区町村
コードを省略した
場合は、都道府
県から記入して
下さい

5桁の市区町村コードを
記入して下さい

記載要領19を参照し
て記入して下さい

前回の申請を弊社で分析して
いて、かつ、変更が無い場合
は、記入を省略できます

～　分析申請書類の記載例　～３
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2 経営状況分析申請書の記載要領 

 
記載要領 

1. 「申請者」の欄は、この申請書により経営状況分析を受けようとする建設業者（以下「申請者」

という。）の他に申請書又は建設業法施行規則第 19 条の４第１項各号に掲げる添付書類を作成

した者（財務書類を調製した者等を含む。以下同じ。）がある場合には、申請者に加え、その者

の氏名も併記し、押印すること。この場合には、作成に係る委任状の写し、その他の作成等に

係る権限を有することを証する書面を添付すること。 

2. 太枠（備考欄）の枠内には記入しないこと。 

3. 「申請年月日」の欄は、登録経営状況分析機関に申請書を提出する年月日を記入すること。 
  

4. 「申請時の許可番号」の欄の        及び   は、不要のものを消すこと。 「国土交通大臣 
     知事」 

「般 
 特」

 

5. 「申請時の許可番号」の欄の       は、申請時に許可を受けている行政庁について 「大臣 
 知事コード」 

別表（1）の分類に従い、該当するコードを記入すること。 

   「許可番号」及び「許可年月日」は、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可を受

けた年月日が複数あるときは、そのうち最も古いものについて記入すること。 

6.  「前回の申請時の許可番号」の欄は、前回の申請時の許可番号と申請時の許可番号が異なっ

ている場合についてのみ記入すること。 

7. 「審査基準日」の欄は、審査の申請をしようとする日の直前の事業年度の終了の日（別表（２）

の分類のいずれかに該当する場合で直前の事業年度の終了の日以外の日を審査基準日として

定めるときは、その日）を記入すること。 

8. 「審査対象事業年度」の欄の「至平成  年  月  日」は審査基準日等を、「自平成  年  

月  日」は審査基準日の１年前の日の翌日等を次の表の例により記入すること。 

   また、「処理の区分」の①は、次の表の分類に従い、該当するコードを記入すること。 

コード 処  理  の  種  類 

00 

12 ヵ月ごとに決算を完結した場合 

（例）平成 15 年４月１日から平成 16 年３月 31 日までの事業年度について申請する場合

    自平成 15 年４月１日～至平成 16 年３月 31 日 

01 

６ヵ月ごとに決算を完結した場合 

（例）平成 15 年 10 月１日から平成 16 年３月 31 日までの事業年度について申請する場合

    自平成 15 年４月１日～至平成 16 年３月 31 日 

02 

商業登記法（昭和 38 年法律第 125 号）の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度

その他 12 ヵ月に満たない期間で終了した事業年度について申請する場合 

（例１）合名会社から株式会社への組織変更に伴い平成 15 年 10 月１日に当該組織変更の

登記を行った場合で平成 16 年３月 31 日に終了した事業年度について申請するとき 

     自平成 15 年４月１日～至平成 16 年３月 31 日 

（例２）申請に係る事業年度の直前の事業年度が平成 15 年３月 31 日に終了した場合で事

業年度の変更により平成 15 年 12 月 31 日に終了した事業年度について申請するとき 

     自平成 15 年１月１日～至平成 15 年 12 月 31 日 

6 



03 

事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合 

（例）平成 15 年 10 月１日に会社を新たに設立した場合で平成 16 年３月 31 日に終了した

最初の事業年度について申請するとき 

     自平成 15 年 10 月１日～至平成 16 年３月 31 日 

04 

事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合 

（例）平成 15 年 10 月１日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の終了の日（平

成 16 年３月 31 日）より前の日（平成 15 年 11 月１日）に申請するとき 

     自平成 15 年 10 月１日～至平成 15 年 10 月１日 

  また、「処理の区分」の②は、別表（2）の分類のいずれかに該当する場合は、同表の分類に従

い、該当するコードを記入すること。 

9. 「審査対象事業年度の前審査対象事業年度」の欄は、「審査対象事業年度」の欄の「自平成  年  

月  日」に記入した日の直前の審査対象事業年度の期間及び処理の区分を８の例により記入

すること。 

10. 「審査対象事業年度の前々審査対象事業年度」の欄は、「審査対象事業年度の前審査対象事業年

度」の欄の「自平成  年  月  日」に記入した日の直前の審査対象事業年度の期間及び

処理の区分を８の例により記入すること。 

11. 「前回の申請の有無」の欄は、審査対象事業年の直前の審査対象事業年度について経営状況分

析を受けた登録経営状況分析機関と同一の機関に申請する場合は「１」を、そうでない場合は

「２」を記入すること。 

12. 「単独決算又は連結決算の別」の欄は、申請者が会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 6

号の規定に基づく大会社であり、かつ、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 24 条の

規定に基づき、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない者である場合は「２」

を、そうでない場合は「１」を記入すること。 

13. 「商号又は名称のフリガナ」の欄は、カタカナで記入すること。 

14. 「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を用いて、記入する

こと。 

種  類 略  号 種  類 略  号 

株 式 会 社 （株） 合 同 会 社 （合） 

特例有限会社 （有） 協 同 組 合 （同） 

合 名 会 社 （名） 協 業 組 合 （業） 

合 資 会 社 （資） 企 業 組 合 （企） 

 

 

 

 

 

 

15. 「代表者又は個人の氏名のフリガナ」の欄は、カタカナで記入すること。 

16. 「代表者又は個人の氏名」の欄は、申請者が法人の場合はその代表者の氏名を、個人の場合は

その者の氏名を記入すること。 

17. 「主たる営業所の所在地」の欄は、都道府県、市区町村、町名、街区符号及び住居番号等を、

「丁目」、「番」及び「号」については－（ハイフン）を用いて、記入すること。 

18. 「主たる営業所の電話番号」の欄は、市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区
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切り、記入すること。 

19. 「当期減価償却実施額」の欄は、「単独決算又は連結決算の別」の欄に「１」と記入した者は、

審査対象事業年度に係る減価償却実施額（未成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般

管理費に係る減価償却費、完成工事原価に係る減価償却費、兼業事業売上原価に係る減価償却

費その他減価償却費として費用を計上した額をいう。以下同じ）を記入すること。「２」と記

入した者は、記入を要しない。 

   記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示すること。 

ただし、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第６号に規定する大会社にあっては、百万

円未満の端数を切り捨てて表示することができる。この場合、単位は千円とし、百万円未満は

「０」を記入すること。 

20.

21.

  「前期減価償却実施額」の欄は、審査対象事業年度の前審査対象事業年度に係る減価償却実施

額を 19 の例により記入すること。 

ただし、「前回の申請の有無」の欄に「１」と記入し、かつ、前回の「当期減価償却実施額」

の欄の内容に変更がないものについては、記入を省略することができる。 

  「連絡先」の欄は、この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等

に応答できる者の氏名、電話番号等を記入すること。 

 

別表（1） 

00 国 土 交 通 大 臣 12 千 葉 県 知 事 24 三 重 県 知 事 36 徳 島 県 知 事

01 北 海 道 知 事 13 東 京 都 知 事 25 滋 賀 県 知 事 37 香 川 県 知 事

02 青 森 県 知 事 14 神 奈 川 県 知 事 26 京 都 府 知 事 38 愛 媛 県 知 事

03 岩 手 県 知 事 15 新 潟 県 知 事 27 大 阪 府 知 事 39 高 知 県 知 事

04 宮 城 県 知 事 16 富 山 県 知 事 28 兵 庫 県 知 事 40 福 岡 県 知 事

05 秋 田 県 知 事 17 石 川 県 知 事 29 奈 良 県 知 事 41 佐 賀 県 知 事

06 山 形 県 知 事 18 福 井 県 知 事 30 和 歌 山 県 知 事 42 長 崎 建 知 事

07 福 島 県 知 事 19 山 梨 県 知 事 31 鳥 取 県 知 事 43 熊 本 県 知 事

08 茨 城 県 知 事 20 長 野 県 知 事 32 島 根 県 知 事 44 大 分 県 知 事

09 栃 木 県 知 事 21 岐 阜 県 知 事 33 岡 山 県 知 事 45 宮 崎 県 知 事

10 群 馬 県 知 事 22 静 岡 県 知 事 34 広 島 県 知 事 46 鹿 児 島 県 知 事

11 埼 玉 県 知 事 23 愛 知 県 知 事 35 山 口 県 知 事 47 沖 縄 県 知 事

 

別表（2） 

コード 処  理  の  種  類 

１０ 
申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の終了の日を審査基

準日として申請するとき 

１１ 
申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の日を審査基準日と

して申請するとき 
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１２ 
申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初の事業年度の終了

の日を審査基準日として申請するとき 

１３ 

申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人である法人の設立登記

日又は事業の譲渡により新たな経営実態が備わったと認められる日を審査基準日として

申請するとき 

１４ 

申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は特定調停手続

開始の申立てが行われた場合で会社更生手続開始決定日、会社更生計画認可日、会社更生

手続開始決定日から会社更生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日、

民事再生手続開始決定日、民事再生手続開始決定日から民事再生計画認可日までの間に決

算日が到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開始申立日から調停条項受諾日まで

の間に決算日が到来した場合の当該決算日を審査基準日として申請するとき 

１５ 
申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属する

ものとして認定を受けて申請する場合 

１６ 
申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業者

の相互の機能分担が相当程度なされているものとして認定を受けて申請する場合 

１７ 

申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の全

てを保有する親会社と当該子会社からなる企業集団に属するものとして認定を受けて申

請する場合 

１８ 
申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終了の日を審査基準

日として申請するとき 

１９ 
申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日を審査基準日とし

て申請するとき 

２０ 
申請者について事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に

申請する場合 

２１ 
申請者が、国土交通省大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者（連

結子会社）として認定を受けて申請する場合 
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⇒
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⇒
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人
）

口座番号

　・書類や申請内容の不備等又は疑義項目チェックに関わる修正等にかかる日数は、上記の日数外になります。

電話番号

経営状況分析申請に関する補足書類

03-5753-1588

株式会社　経審建設

どちらかに○を付けてください

 希望するコースにチェック

経理部　公共　工事

○

30,000円
 を付けてください。

料金表（税込み）

　・最新の情報を必ず弊社ホームページにてご確認ください。

　・到着日が休日の場合は、翌営業日が到着日となります。

レギュラーコース エクスプレスコース

到着日から発送日までの日数

10営業日以内

　6.　会員情報

　7.　QRコード欄

　・（株）経営状況分析センター　　（ホームページ　http://www.mfac.co.jp/）

03-5753-1588 03-5753-1587

3営業日以内

電話番号 FAX番号

専用ソフトを使用している場合はチェックを付けてください

　4.　結果通知書

　　　連絡先

申請者本人

申請代理人　　　の送付先

　1.　申請者
商号又は名称

許可番号

　2.　申請者の 担当者部署・氏名

　3.　書類形式

払込受付証明書貼付欄

レ

99999999

12,000円
　5.　コース

会員番号

商号又は名称

9
5

加入者名

　
　
　
経
営
状
況
分
析
セ
ン
タ
ー

7
7
7

1
0

弊社指定の専用ソフトウェアを使用して、申請書類を作成いただく場合は、この帳票の入力
は不要です。（印刷時又は電子申請処理時に、自動的に出力されます。）

経営状況分析申請に関する補足書類3

7
0
0

株式会社　経審建設

東京都知事許可（ 特 - 21 ）第123456号

0
0

ペン又はボールペンで記入してください
（鉛筆等は不可）

代理申請で、結果
通知書を代理人に
送付する場合、”申
請代理人”に○印を
付けて下さい。
（委任状に”結果通
知受領の件”を明記
して下さい）

経営状況分析申請書
に記載頂いた内容を
もとに、記載して下さ
い

株
式
会
社

○
×
郵
便
局

平
成
*
*
年
*
*
月
*
*
日

申請コースに、
チェックを入れ
て下さい

申請コース（レギュラー又はエ
クスプレス）の分析手数料を、
郵便局で払込いただき、払込控
えのうち大きさの大きい方の
　「郵便振替払込受付証明書
　　　　　　（お客さま用）」
を、貼り付けて下さい
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4 分析手数料に係る　「郵便振替払込受付証明書」（分析手数料払込票）

受 付 局 日 附 印※裏面をご覧ください

こ
の
受
領
証
は

、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い

。

払
込
人
住
所
氏
名

　おところ・おなまえ

　※

百 十

私製承認　東京貯金事務センター第1246号

郵便振替払込受付証明書（お客さま用）

（払込人⇒郵便局⇒払込人）

7 9 5
口

座

番

号

百 十 万 千 円

分析手数料の払込は、以下の用紙に必要事項を記載の上、郵便振替により行って下さい。
※電子申請の場合は、インターネットのペイジー決済になります。

経営状況分析センター
千

7 7 71 0 0 6

※金
額

十 円

払込金受領証

0 0
加

入

者

名

株式
会社

番

5

千 百

　おなまえ

　※

様

※

0 60

十 万 千

7 7 7 9

万

　
　
　
切
り
取
ら
な
い
で
郵
便
局
に
お
出
し
く
だ
さ
い

。

記
載
事
項
を
訂
正
し
た
場
合
は

、
そ
の
箇
所
に
訂
正
印
を
押
し
て
く
だ
さ
い

。

加

入

者

名

経営状況分析センター
株式

料

金

通常払込

料金加入

者 負 担

十

7

0 0 1

会社

百 十

　
　
各
票
の
※
印
は

、
ご
依
頼
人
に
お
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。

特殊

取扱

受
付
局
日
附
印

加

入

者

名
経営状況分析センター

これより下部には何も記入しないでください。

ご

依

頼

人

・

通

信

欄

株式
会社

特

殊

取

扱

　おところ・おなまえ

　※

金
額

千 百

裏面の注意事項をお読みください。（私製承認　東　第44181号）

口

座

番

号

円

料
金

加 入 者 負 担02 東 京 通 常 払 込 金 額払 込 取 扱 票

千

受 付 局 日 附 印

百

百

ご

依

頼

人

十百 十 万 千
※

百 十 万口座番号

0 0 1 0 0 6 7 7 7

番
金
額7 9 5

十千 百

手数料払込後、この部分を切り取って
「経営状況分析申請に関する補足書
類」の指定枠内に、貼り付けて下さい
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4 

 経営状況分析

きたい事項を以

法施行規則、国

務諸表を修正の

ようお願い申し

 

全般的事1 

   

（1） 様式につ

財務諸表は、法

の二、および二

十五号の九にし

また、勘定科

法施行規則（昭

める勘定科目の

（2） 消費税等

消費税および地

または「経営状

税込方式による

付表」に『税込

（3） 金額単位

①財務諸表の金

五入、切上げ、

②会社法（平成

たは負債総額 2

（4） 受取手形

受取手形割引高

書付表」にそれ

（5） 財務諸表

①財務諸表の各

算の値が間違っ

例１）流動資産

引当金）

 

～ 財務諸表の作成に際しての留意事項 ～   
 

の申請に際し提出いただく財務諸表の作成方法のうち、特にご留意いただ

下に示します。提出いただいた財務諸表がこの留意事項をはじめ、建設業

土交通省告示「勘定科目の分類」にしたがって作成されていない場合、財

うえ再提出をお願いする場合がありますので、充分にご留意いただきます

上げます。 

項 

いて 

人においては建設業法施行規則の様式第十五号、十六号、十七号、十七号

十五号の九にしたがって、個人においては様式第十八号、十九号および二

たがって作成していただく必要があります。 

目の分類については、平成 22 年 2 月 3日国土交通省告示第 55 号「建設業

和 24 年建設省令第 14 号）別記様式第 15 号及び 16 号の国土交通大臣の定

分類を定める件」によって作成していただく必要があります。 

の会計処理 

方消費税の会計処理については、『税抜方式』で作成し、その旨を「注記表」

況分析申請書付表」に記載してください。なお、免税事業者については、

ことも可能ですが、その場合には、「注記表」または「経営状況分析申請書

方式（免税事業者）』と明記してください。 

 

額単位は、千円単位で記載してください。千円未満の端数の処理は、四捨

切捨てのいずれかによってください。 

17 年法律第 86 号）第 2条第 6号に規定する大会社（資本金５億円以上ま

00 億円以上の会社）については、百万円単位の記載でもかまいません。 

割引高、受取手形裏書譲渡高 

及び受取手形裏書譲渡高については、「注記表」または「経営状況分析申請

ぞれの金額を記載してください。 

の数値の整合性 

科目の合計値と科目合計の項目の金額が一致するかどうか、また、差引計

ていないかを確認してください。 

の各科目（現金預金、受取手形、･･･（中略）･･･その他（流動資産）、貸倒

の金額を合計したものと、流動資産合計の値が一致するか。 
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例２）売上高から売上原価を差引いた金額が売上総利益の値と一致するか。 

不一致がある場合には、各勘定科目または科目合計（差引）の金額が誤っていることにな

りますから、内容を確認のうえ適切に修正してください。なお、千円未満の端数処理のた

めに生じた誤差（最も多くなる場合で合計する勘定科目の数）については、修正する必要

はありません。 

②以下の項目はそれぞれ必ず値が一致します。一致していない場合にはいずれかの数値が

誤っていることになりますから、内容を確認のうえ適切に修正してください。 

１）貸借対照表の「資産合計」と「負債純資産合計」の金額 

２）貸借対照表と株主資本等変動計算書の「純資産合計」の金額 

３）損益計算書と株主資本等変動計算書の「当期純利益（当期純損失）」の金額 

４）損益計算書の「完成工事原価」と完成工事原価報告書の「完成工事原価」の金額 

５）損益計算書の「兼業事業売上原価」と兼業事業売上原価報告書の「兼業事業売上原価」

の金額 

６）兼業事業売上原価報告書の３行目と最終行の「当期製品製造原価」の金額 

 

 

 

貸借対照表の作成上の留意点2 

 

１ 流動資産 

1. 現金預金 

①当座預金口座の残高がマイナスとなっている場合（当座借越となっている場合）には、

他の現金および預金と相殺せずに、流動負債の「短期借入金」に振替計上してください。 

②決算日後 1年を超えて満期日が到来する定期預金等は、投資その他の資産に「長期性預

金」または「その他」の科目で計上してください。 

2. 受取手形 

①営業取引に基づいて発生した手形債権を記載してください。固定資産の売却等営業取引

以外の取引に基づいて発生した手形債権は、「営業外受取手形」または「その他」の科目で

計上してください。 

②割引手形および裏書手形については、受取手形の残高から控除し、注記表にその金額を

記載してください。 

③１年以内に回収できないことが明らかな「不渡手形」等については、「受取手形」ではな

く、投資その他の資産の「破産更生債権等」に計上してください。個別評価の貸倒引当金

（法人税申告書別表 11（1））の設定対象とした金銭債権は、これに該当します。 

3. 完成工事未収入金、売掛金、未収入金 

①完成工事高に計上した工事に係る請負代金の未収額は「完成工事未収入金」、兼業事業売
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上高に計上した兼業事業の未収額は「売掛金」、その他営業取引以外の取引から発生した金

銭債権は、「未収入金」に計上してください。なお、「売掛金」の金額が資産合計の 1/100

以下の金額である場合には、「完成工事未収入金」に含めて記載することができます。 

②１年以内に回収できないことが明らかな破産債権、更生債権、再生債権その他の長期滞

留債権については、投資その他の資産の「破産更生債権等」に計上してください。個別評

価の貸倒引当金（法人税申告書別表 11（1））の設定対象とした金銭債権は、これに該当し

ます。 

4. 未成工事支出金 

完成工事原価に計上していない建設工事にかかる材料費、労務費、経費等の費用を「未成

工事支出金」として計上してください。不動産開発事業等の兼業事業にかかるものは、「販

売用資産」または「兼業事業支出金」等として計上してください。 

5. たな卸資産 

建設工事にかかる材料等については、「材料貯蔵品」に、兼業事業にかかる製品、商品、販

売用不動産等については、「販売用資産」に計上してください。「たな卸資産」として計上

はできません。 

6. 短期貸付金 

①金銭消費貸借契約書または借用証書等で、履行期が決算日の翌日から起算して 1年以内

と認められるもの、または総勘定元帳で期中に貸付、翌期に回収が認められるものを計上

してください。その他は、投資その他の資産の「長期貸付金」に計上してください。 

②１年以内に回収できないことが明らかな破産債権、更生債権、再生債権その他の長期滞

留債権については、投資その他の資産の「破産更生債権等」に計上してください。個別評

価の貸倒引当金（法人税申告書別表 11（1））の設定対象とした金銭債権は、これに該当し

ます。 

7. 仮払消費税 

流動負債の「仮受消費税」と相殺し、「仮払消費税」が多いときは「未収消費税」、「仮受消

費税」が多いときは「未払消費税」に計上してください。 

8. 仮払税金 

①中間納付した法人税、住民税及び事業税等の額を「仮払税金」に計上することはできま

せん。この場合は当該金額を損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」に振替修正処理

が必要となります。 

②年間の要納付額が中間納付した金額を下回るため、還付を受けることとなる金額につい

ては、「未収入金」、「未収還付法人税等」または「その他」に計上してください。 

9. 保険積立金 

満期日が決算日の翌日から起算して１年を超えるものについては、投資その他の資産の「保

険積立金」または「その他」に計上してください。 

10. その他（流動資産） 

 14



その他（流動資産）に計上したもののうち、資産合計の 1/100 を超えるものは、その内容

を明示する科目で独立掲記してください。 

11. 貸倒引当金 

①受取手形、完成工事未収入金、売掛金、短期貸付金等、流動資産の部に属する金銭債権

に対する貸倒引当金を計上してください。 

②個別評価の貸倒引当金および対応する金銭債権については、それぞれ投資その他の資産

の「貸倒引当金」および「破産更正債権等」に振替えてください。 

 

２ 固定資産 

1. 有形固定資産 

有形固定資産の種類ごとに、取得価額から減価償却累計額を控除して帳簿価額を算出する

形式で表示してください。 

2.リース資産 

ファイナス・リース取引における資産を有形固定資産に計上して下さい。ただし、有形固

定資産に属する各科目（機械・運搬具等）に計上されている場合は、その科目に含めて表

示できます。（無形固定資産のリース資産も同様の表示となります） 

3. その他（固定資産） 

その他（有形固定資産）に計上したもののうち、資産合計の 1/100 を超えるものは、その

内容を明示する科目で独立掲記してください。 

4. その他（無形固定資産） 

その他（無形固定資産）に計上したもののうち、資産合計の 1/100 を超えるものは、その

内容を明示する科目で独立掲記してください。 

5. 破産更生債権等 

受取手形、完成工事未収入金、売掛金、短期貸付金、長期貸付金その他の金銭債権のうち、

破産債権、更生債権、再生債権その他これらに準ずる債権で決算日の翌日から起算して１

年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを計上してください。個別評価の貸倒引

当金（法人税申告書別表 11（1））の設定対象とした金銭債権は、これに該当します。 

6. その他（投資その他の資産） 

その他（投資その他の資産）に計上したもののうち、資産合計の 1/100 を超えるものは、

その内容を明示する科目で独立掲記してください。 

7. 貸倒引当金 

長期貸付金、破産更生債権等などの投資その他の資産に属する金銭債権に対する貸倒引当

金を計上してください。 

 

３ 繰延資産 

創立費、開業費、株式交付費、社債発行費、開発費の 5項目のみを計上することができま

 15



す。これ以外の、公共的施設の負担金、建物等の賃借権利金、ノウハウの頭金、同業者団

体への加入金等のいわゆる「税務上の繰延資産」については、無形固定資産または、投資

その他の資産に計上してください。また、社債発行差金が繰延資産に計上されている場合

には、社債から直接控除してください。 

 

４ 流動負債 

1. 支払手形 

営業取引に基づいて発生した手形債務を記載してください。固定資産の購入等営業取引以

外の取引に基づいて発生した手形債務は、「営業外支払手形」または「その他」の科目で計

上してください。 

2. 未払金 

建設工事にかかるものは「工事未払金」、兼業事業にかかるものは「買掛金」、その他の営

業取引以外の取引から生じた金銭債務は「未払金」として計上してください。 

3. 未払費用 

労務費、外注費、経費の未払費用のうち、建設工事にかかるものは「工事未払金」として

計上してください。 

4. 短期借入金 

①短期借入金には、当座借越および１年以内に返済予定の長期借入金を含みます。 

②借入先が代表者や役員等で無利息のものであっても借入金に含まれます。 

5. 割引手形、裏書譲渡手形 

割引手形および裏書譲渡手形は、受取手形と相殺し、注記表にその金額を記載してくださ

い。 

6. 未成工事受入金 

建設工事にかかるものを「未成工事受入金」に計上してください。建設工事にかかるもの

以外の前受金については、「兼業事業受入金」または「前受金」に計上してください。 

7. 仮受消費税 

流動資産の「仮払消費税」と相殺し、「仮払消費税」が多いときは「未収消費税」、「仮受消

費税」が多いときは「未払消費税」に計上してください。 

8. 貸倒引当金 

貸倒引当金が負債の部に計上されている場合には、流動資産または投資その他の資産に振

替修正してください。 

9. その他（流動負債） 

その他（流動負債）に計上したもののうち、負債純資産合計の 1/100 を超えるものは、そ

の内容を明示する科目で独立掲記してください。 

 

５ 固定負債 
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1. 社債 

①社債のうち、償還期限が決算日の翌日から起算して 1 年以内に到来するものは「1 年以

内償還社債」として流動負債に計上してください。 

②社債発行差金については、社債から直接控除してください。 

2. 長期借入金 

①長期借入金のうち、決算日の翌日から起算して１年以内に返済予定のものは短期借入金

に含めて計上してください。 

②借入先が代表者や役員等で無利息のものであっても借入金に含まれます。 

3. その他（固定負債） 

その他（固定負債）に計上したもののうち、負債純資産合計の 1/100 を超えるものは、そ

の内容を明示する科目で独立掲記してください。 

 

６ 純資産の部 

期首資本金（個人事業者の場合のみ） 

前期末の純資産合計を「期首資本金」として計上してください。 

 

 

 

損益計算書の作成上の留意点3 

 

１ 売上高 

①建設工事にかかる売上高は「完成工事高」に、それ以外の売上高については、「兼業事業

売上高」として計上してください。 

②営業取引以外から生じた収益については、営業外収益の「雑収入」または「その他営業

外収益」等として計上してください。 

 

２ 販売費及び一般管理費 

1. 人件費 

営業部門や総務、経理等の管理部門に属する従業員にかかる人件費を計上してください。

建設工事にかかわる従業員の人件費は完成工事原価または未成工事支出金に含めて計上し

てください。 

2. 貸倒引当金繰入 

営業取引により発生した受取手形、完成工事未収入金、売掛金等の金銭債権に対する貸倒

引当金繰入額を計上してください。前期に計上した貸倒引当金の金額が当期の繰入額より

大きい場合には、その差額を特別利益に「貸倒引当金戻入額」または「その他」等として

計上してください。 
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３ 営業外費用 

1. 支払利息 

借入金、社債等の利息、社債発行差金償却額を計上してください。なお、金融機関等で手

形を割り引いたことによる「手形売却損」は、支払利息には含みませんので、「手形売却損」

または「その他」の科目で計上してください。 

2. 貸倒引当金繰入 

営業取引以外の取引により発生した短期貸付金等の金銭債権に対する貸倒引当金繰入額を

計上してください。前期に計上した貸倒引当金の金額が当期の繰入額より大きい場合には、

その差額を特別利益に「貸倒引当金戻入額」または「その他」等として計上してください。 

 

４ 法人税、住民税及び事業税 

①当期に発生した法人税、住民税及び事業税（所得割の金額）の中間納付額及び確定納付

額を計上してください。 

②事業税のうち、外形標準課税（資本割及び付加価値割）の金額がある場合には、当該金

額は販売費及び一般管理費に「租税公課」または「事業税」等の科目で計上してください。 

③当期の課税所得が発生しない場合であっても、住民税の均等割額は発生しますので、当

該金額を計上してください。 

④修正申告を行ったり、税務更正を受けた場合に発生する追徴税額、延滞金や還付税額に

ついても、法人税、住民税及び事業税に含めて計上してください。なお、還付加算金につ

いては、営業外収益の「雑収入」または「その他」に計上してください。 

 

５ 法人税等調整額 

①税効果会計を採用している会社以外の会社については当該金額は発生しませんのでご留

意ください。 

②税効果会計適用初年度においては、前期以前に計上すべきであった金額は「過年度税効

果調整額」として、株主資本等変動計算書に計上してください。 

 

 

 

完成工事原価報告書の作成上の留意点4 

 

1 労務外注費 

労務費に金額の計上があり、かつ労務費の内訳の労務外注費がない場合には、必ず「0」と

記入してください。 
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２ 仕掛工事 

完成工事原価報告書に期首及び期末の仕掛工事の金額を独立して記載することはできませ

ん。期首の仕掛工事の金額は、材料費、労務費、外注費、経費の各科目に加算し、期末仕

掛工事の金額は、上記各科目から控除して記載する必要があります。 

 

 

兼業事業売上原価報告書の作成上の留意点5

 

当期製品製造原価の内訳の経費に金額の計上があり、かつ経費の内訳の外注加工費がない

場合には、必ず「0」と記入してください。 
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【分析指標の算式および意味】

上限値 下限値
※各勘定科目の金額は全て千円単位

①

売上高

②

①

②

③

①純資産合計≦0かつ固定資産＝0の場合は下限値とみなす。

純資産合計＞0かつ固定資産＝0の場合は上限値とみなす。

②

※2 ①

（２期平均）
15.0 -10.0

②

③

※1 連結決算の場合は、（純資産合計－少数株主持分）の額とする。

※2 連結決算の場合は、連結営業キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローの額とする。

【経営状況点数（A）の計算】

A　＝

X1～X8　：　小数点以下第３位未満四捨五入

　　A    　：　小数点以下第２位未満四捨五入

【経営状況評点（Y）の計算】

Y　＝ １６７.３　×　A（経営状況点数）　＋　５８３

　　 Y　   ：　小数点未満四捨五入　

（最高点　１，５９５点　～　最低点　０点　）

 経 営 状 況 分 析 の ８ 指 標5

－０.４６５０×（X1）－０.０５０８×（X2）＋０.０２６４×（X3）＋０.０２７７×（X4）
＋０.００１１×（X5）＋０.００８９×（X6）＋０.０８１８×（X7）＋０.０１７２×（X8）＋０.１９０６

負債純資産合計（２期平均）が3,000万円に満たない場合は、
3,000万円とみなす。

売上高には、完成工事高及び兼業事業売上高を含む。
（以下同様）

個人の場合、経常利益は事業主利益と読み替える。
（以下同様）

負債回転期間（X2）

350.0%

純資産合計
※1

×１００
負債純資産合計

純資産合計
※1

指　　標　　の　　意　　味

　建設企業の有利子負債の状況を支払利息の観点か
らみた比率で、小さいほど良い。

　固定資産比率の逆数をとった比率で、設備投資など
固定資産がどの程度自己資本（純資産）で調達されて
いるかをみる。逆数をとっているので高いほど良い。

　会社にとって返済等の必要がある経済的負担等が、
月商（1ヶ月当たりの平均売上高）に対しどれだけある
かを示す比率で、小さいほど良い。

固定資産合計
×１００

18.0

売上高

63.6% 6.5%

売上高÷１２

売上総利益

負債純資産合計（２期平均）
×１００

利益剰余金

100,000
100.0 -3.0

個人の場合、利益剰余金は純資産合計を用いる。

（経常利益＋減価償却実施額＋貸倒引当金増
加額－法人税・住民税及び事業税－売掛債権
増加額＋仕入債務増加額－棚卸資産増加額
＋未成工事受入金増加額）

100,000

売上高＝0の場合は下限値とみなす。

68.5% -68.6%

-8.5%

-76.5%

×１００ 5.1%
経常利益

算　　　　　　　式

-0.3%

0.9

売上高＝0の場合は上限値とみなす。

支払利息－受取利息配当金
×１００

注　　意　　事　　項

負債合計

5.1%

負債純資産合計＝0の場合は下限値とみなす。

貸倒引当金（長期を含む）は、正の数値で計算する。

売掛債権＝受取手形＋完成工事未収入金。
仕入債務＝支払手形＋工事未払金。
棚卸資産＝未成工事支出金＋材料貯蔵品。

○負債抵抗力

純支払利息比率（X1）

　会社設立以来の損益の蓄積の度合いをみる指標で、
高いほど良い。

　売上高に対する企業の経常的な活動からの利益（経
常利益）の比率。財務活動なども含めた通常の企業活
動における利益率であり、高いほどよい。

　総資本（負債純資産合計）に対する売上総利益の割
合で、投資効率を企業のもっとも基本的な利益である
売上総利益からみた指標。高いほど良い。

　総資本（負債純資産合計）に対し、自己資本（純資
産）の占める割合をみるもので、資本蓄積の度合いを
示す比率。高いほど良い。

　営業活動で得られた資金が、どれだけ増加したかを
みる指標で、高いほど良い。

○絶対的力量

自己資本比率（X6）

営業キャッシュフロー（X7）

○財務健全性

自己資本対固定資産比率（X5）

分　　析　　指　　標

利益剰余金（X8）

売上高経常利益率（X4）

総資本売上総利益率（X3）

○収益性・効率性
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6 

 
建設工事の種類ごとの総合1 

 経営状況の評点は、国土交

縄総合事務局長または都道府

の算定を次のように行います

 
総合評定値 （P）＝0.25×X
 
X1＝許可を受けた建設業に係
 
X2＝自己資本額および利益額
 
Y＝経営状況評点 
 
Z＝許可を受けた建設業の種類
 
W＝その他の審査項目（社会
 
 

経営事項審査の義務付け 2 

 
 
 建設業法第 27条の 23第 1
る建設工事」（以下「公共工事

建設業者は、経営事項審査を

 経営事項審査の義務付けの

27 条の 13 に定められており
公共法人（地方公共団体を除

が定める法人が発注者である

工事や災害等により、必要を

す。 
 

 

～ その他 ～    

 

評定値の算定方法

通省北海道開発局長・各地方整備局長、内閣府沖

県知事において建設工事の種類ごとに総合評定値

 

1＋0.15×X2＋0.20×Y＋0.25×Z＋0.15×W 

る建設工事の種類別年間平均完成工事高評点 

評点 

別技術職員数および種類別元請完成工事高評点 

性等）評点 

項により、「公共性のある施設または工作物に関す

」という。）を発注者から直接請け負おうとする

受けることが義務付けられています。 
対象となる公共工事の範囲は、建設業法施行令第

、国、地方公共団体、法人税法別表第 1 に掲げる
く。）またはこれらに準ずるものとして国土交通省

施設または工作物に関する建設工事（軽微な建設

生じた応急の建設工事等一定のものは対象外）で
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経営事項審査の有効期間 3 

 
 建設業法施行規則第 18条第 2項により、経営事項審査の義務付けの対象とな
る公共工事について、発注者と直接請負契約を締結することができるのは、国

土交通省北海道開発局長・各地方整備局長、内閣府沖縄総合事務局長または都

道府県知事より発行された経営事項審査結果通知書に記載されている審査基準

日から 1年 7ヵ月の間に限られています。 
 したがって、一度経営事項審査を受審しても、その受審した審査基準日から 1
年 7 ヵ月を経過すると公共工事の発注者と直接請負契約を締結することができ
なくなるため、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者はこ

の 1年 7ヵ月の有効期限が切れ目なく継続するように、毎年決算終了後 7ヵ月
以内に国土交通省北海道開発局長・各地方整備局長、内閣府沖縄総合事務局長

または都道府県知事から経営事項審査の結果通知を受けておく必要があります。 
 
 

 
虚偽記載への罰則の適用 4 

 建設業法第 50条および第 52条により、次の行為が罰則の適用となります。 
 ① 経営規模等評価申請書および総合評定値請求書、経営状況分析申請書、

財務諸表等に虚偽の記載をして提出した場合。 
 ② 国土交通省北海道開発局長・各地方整備局長、内閣府沖縄総合事務局長

または都道府県知事（弊社を含む。）が、経営事項審査のために必要と認め

て申請者である建設業者に報告または資料の提出を求めたにもかかわらず、

報告または資料の提出をしなかったり、あるいは虚偽の報告や虚偽の資料

を提出した場合。 
 この罰則が適用されると、許可の取消しを受け 5 年間は改めて許可を受ける
ことができないことになります。 
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経営規模等評価結果・総合評定値と入札参加資格申請5 

  
建設業者が公共工事発注機関に対して公共工事入札参加資格申請をするに当

たり、国土交通省北海道開発局長・各地方整備局長、内閣府沖縄総合事務局長

または都道府県知事が発行した経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書、

弊社の発行した経営状況分析結果通知書の各正本またはその写し、経営規模等

評価申請書及び総合評定値請求書類の控などの提出を求められることがありま

すから、これらの通知書または申請書の控えは、大切に保存してください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営状況分析 
解説＆申請ガイダンス 
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